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【地域保健福祉部会】 
（令和８年度鶴見区運営方針 経営課題１について） 

NO 委員名 頁 ご意見等 対応や考え方等 担当 

１ 南口委員 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

【住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業に

関するアンケートで「自らが参加する活動に満足

している」と回答した参加者の割合という新指標

について】 

・新指標は、企業の社員による自社製品への評価のよ

うで、今後も高水準で推移すると見込まれるため、

地域保健福祉部会の最重要事項である地域福祉の 

成果指標として採用されることには疑問がある。 

・旧指標の区民アンケートにおける肯定的評価は

30％代で推移しており、支援が必要ない又は関心の

無い区民が多いためとの説明を受けたが、今後、 

地域福祉への無関心層を分析していくことが重要で

あると考えている。 

・今後も継続して区民アンケート調査は実施されるの

か。 

・「令和８年度鶴見区運営方針」より鶴見区民アンケ

ート結果を用いた成果指標の見直しが求められてお

りますが、区民アンケートは有用なデータであるこ

とから、今後も継続して実施し、評価の際の参考と

したいと考えています。 

・なお、「令和８年度鶴見区運営方針(案)」では、鶴

見区運営方針の別冊資料として区民アンケート結果

の経年変化を提示しております。 

・区民アンケートにより無作為抽出する調査の中で 

無関心層の分析もアプローチできると共に、事業参

加者（利用者）の高い満足度の維持も重要であると

の認識のもと、当指標を新しい成果指標に設定してお

ります。 

総務課 

（政策推進） 

保健福祉課 

（高齢者支援） 

資料２ 
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（令和８年度鶴見区運営方針 経営課題４について） 

NO 委員名 頁 ご意見等 対応や考え方等 担当 

１ 髙塚委員 

川西委員 

26 【広報紙の内容に関心をもってもらえる工夫を】 

・区政会議委員になって広報紙に載っている記事を

詳しく見るようになった。 

・区民が広報紙の内容に関心を持つ工夫が何かでき

たらよいと考える。 

・より多くの区民に広報紙を読んでいただけるよう、 

テーマ選びや、特に表紙の見出しを強調して関心を 

抱かせる等、記事の見せ方について工夫を重ね、 

魅力ある紙面づくりに努めています。 

総務課 

（政策推進） 
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【こども教育部会】 
（令和８年度鶴見区運営方針 経営課題３について） 

NO 委員名 頁 ご意見等 対応や考え方等 担当 

１ 大塚委員 24 【成果指標「区役所からの支援が学力・体力・情

操教育等の向上につながったと思う」の目標値

について】 

・令和６年度に 100％を達成した実績があるにもか

かわらず、令和８年度の目標値が 94％となってい

るのは、何か特別なことを予測してのことなの

か、理由が知りたい。 

・本来は当該事業に限らず 100％を目ざすべきもの

として日々取り組んでいます。令和６年度「90％

以上」と設定していた目標値を、令和７年度に

「94％以上」に引き上げたところであるため、令

和８年度についても「94％以上」としています。 

市民協働課 

（教育） 

２ 北野(陽)委員 

 

※勉強会の 

テーマ照会の際

に記載があり、第

3回部会におい

て説明しました。 

17 

18 

19 

【親が主体的に動けない家庭への子育て支援施策

について】 

・3-1-2(児童虐待防止対策)に至らず、3-1-3(こども

に寄りそう事業)のようなサポートを得られない子

に対するケアはどのようなものがあるか。 

・親が主体的に動ける家庭であれば 3-1-3につなが

れると思うが、実際はつながれない子どもの方が

多いのでは？実態はどうなのか？表に見えないネ

グレクト等が増えていないのか。 

（3-1-2 の「ゼロの維持」に違和感があり、目標が

それだけでいいのかと思った。） 

・保育園や学校など所属のある児童につきましては、

普段から各関係機関との連携を図ることで、保護

者や児童の課題やニーズの把握に努めています。 

・「就学前こどもサポートネット事業～つるみにこ

にこ訪問～」は未就学児に関する相談を希望する

家庭を訪問する事業ですが、主体的に動けない保

護者へのアプローチとして、健診の機会がない２

歳児・４歳児を対象にアンケートを送付し、子育

てに関する困りごとがないかを調査しています。

回答があった世帯のうち対応が必要な世帯につい

ては、全件電話相談や家庭訪問を実施し、保護者

の負担感の軽減に繋げています。また未回答者に

ついても、乳幼児健診や医療機関の受診状況、所

属の有無等を確認し、状況の把握は全件終了して

います。 

保健福祉課 

（子育て支援） 
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NO 委員名 頁 ご意見等 対応や考え方等 担当 

・保育所や幼稚園に通っておらず、医療機関の受診

歴もない等、安全確認ができない未就園児につい

ては、未就園児全戸訪問事業として目視確認がで

きるまで手紙送付や家庭訪問を繰り返し実施して

全児の安全確認を行うとともに、課題やニーズを

聞き取り、必要な対応を行っています。 

・小中学生については、こどもサポートネット事業に

より、市立小中学校の全ての児童生徒の生活状況

を学校において把握し、支援が届いていない子ど

もについて、区の担当者と情報共有を行い、保護

者にアプローチして必要な支援に繋げています。 

３ 北野(陽)委員 

※勉強会の 

テーマ照会の際

に記載があり、第

3回部会におい

て説明しました。 

－ 【こども食堂について】 

・こども食堂に来られない（知らない、家を出られ

ない等）子どももいるのではないか。 

 

・こども食堂については、民間での運営となってい

ますが、その広報や周知については広報つるみ等

で区役所でも行っております。 

保健福祉課 

（子育て支援） 

４ 北野(陽)委員 

※勉強会の 

テーマ照会の際

に記載があり、第

3回部会におい

て説明しました。 

－ 【区役所と児童相談所との連携について】 

・区役所と児童相談所との連携はどのような状況

か？ 

・児童相談所として鶴見区を管轄しているのは中央

こども相談センター東部分室です。当該センター

とは、児童虐待防止のための会議を月１回開催す

る他、必要に応じて電話にて情報共有を行ってい

ます。 

保健福祉課 

（子育て支援） 
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【くらし安全部会】 
（令和８年度鶴見区運営方針 経営課題２・４・５について） 

NO 委員名 頁 ご意見等 対応や考え方等 担当 

   ご意見等はありませんでした。   

 

 

（令和８年度鶴見区運営方針 経営課題１について） 

NO 委員名 頁 ご意見等 対応や考え方等 担当 

１ 宮城(和)委員 ４ 【コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）について】 

・地域福祉コーディネーター（つなげ隊）は知って

いるが、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

はどこに配置されている人かわからない。 

・住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業とし

て、事業委託先である鶴見区社会福祉協議会にコミュ

ニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を配置し、12地

域に地域福祉コーディネーター(つなげ隊)を配置し

ています。 

・コミュニティソーシャルワーカーは、つなげ隊への助

言や「あいまち」の運用、新たな担い手の発掘など 

総合的な地域福祉推進に係るコーディネートを担っ

ています。 

保健福祉 

(高齢者支援) 

 


